
議案第２号 

 

 

我孫子市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

我孫子市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 
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   提案理由 

一般職の職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改定を

考慮し、常勤の特別職の職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定するた

め提案するものです。 



我孫子市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例  

我孫子市常勤の特別職の職員の給与に関する条例（昭和 35年条例第 33号）

の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（期末手当）  （期末手当）  

第４条  略  第４条  略  

２  期末手当の額は、期末手当基礎額

に 100分の 230を乗じて得た額に、基

準日以前６月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。  

２  期末手当の額は、期末手当基礎額

に 100分の 227.5を乗じて得た額に、

基準日以前６月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。  

(1)から (4)まで  略  (1)から (4)まで  略  

３  略  ３  略  

附  則  附  則  

（令和８年４月１日から当分の間

に支給する給料の特例）  

（令和７年４月１日から当分の間

に支給する給料の特例）  

３  令和８年４月１日から当分の間、

特別職の職員の給料月額は、第３条

の規定にかかわらず、次の表に定め

る額とする。  

３  令和７年４月１日から当分の間、

特別職の職員の給料月額は、第３条

の規定にかかわらず、次の表に定め

る額とする。  

職名  給料月額  

市長  911,000円  

副市長  778,000円  

教育長  711,000円  

水道事業管理者  691,000円  
 

職名  給料月額  

市長  882,000円  

副市長  754,000円  

教育長  688,000円  

水道事業管理者  668,000円  
 



別表（第３条関係）  別表（第３条関係）  

職名  給料月額  

市長  930,000円  

副市長  794,000円  

教育長  725,000円  

水道事業管理

者  

705,000円  

 

職名  給料月額  

市長  900,000円  

副市長  769,000円  

教育長  702,000円  

水道事業管理

者  

682,000円  

 

 

附  則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


